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公設宮代福祉医療センター（以下「六花」という。）の指定管理者が行う業務の内容

等については、この業務要求水準書（以下「本水準書」という。）のとおりとする。 

 

１ 趣旨 

本水準書は、公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例（平成１７年条例

第３７号）（以下「設置管理条例」という。）に基づき、六花の指定管理者が行う業務の

内容及びその範囲、履行方法等について定めることを目的とします。 

なお、指定管理者制度については、本水準書５（１）～（７）に定める法令、条例、

規則等を参照してください。 

 

２ 施設の概要 

（１）名称等 

① 名 称 公設宮代福祉医療センター 愛称「六花」（りっか） 

② 所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀１７７番地 

③ 機 能  

診療所 介護老人保健施設 訪問看護ステーション      

診療科 

・内科 

・小児科 

・外科 

・整形外科 

居宅サービス（介護・予防） 

・通所リハビリテーション 

・短期入所療養介護 

・訪問リハビリテーション 

居宅介護支援 

※介護予防支援について、地域

包括支援センターと業務委託 

施設サービス（介護） 

・介護老人保健施設 

訪問看護（介護・予防・医療） 

（２）建物・敷地 

① 建物及び構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 4階建 

② 延床面積 ７，３３４㎡ 

③ 敷地面積 ８，９５０㎡ 

④ 駐 車 場 ７４台 

⑤ 職員住宅等 医師住宅あり 
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（３）施設の構成 

区分 建物の内容 延床面積 

１階 診察室（５室・内科・小児科・外科・整形外科）・救急

室・放射線科・リハビリテーション室 

７，３３４㎡ ２階 病室・居室 

３階 居室 

４階 電気室・ボイラ室 

 

３ 指定期間 

令和４年４月１日から令和１４年３月３１日までの１０年間 

 

４ 施設の管理運営に関する基本的な考え方 

  六花を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って管理を行うこと。 

（１）六花は、住民の健康の保持及び増進を図るための保健、医療、福祉の包括的施設

であり、乳幼児から高齢者まで誰もが住み慣れた環境の中で、生きがいをもって暮

らせる社会を目指す施設であるという施設の設置目的に基づいた管理運営を行う

こと。 

（２）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこと。 

（３）少子高齢社会への対応、子育て支援、介護保険制度の適正な運用などを重視し、

地域における保健、医療、福祉の総合的な支援を行うこと。 

（４）休日及び夜間時の時間外診療に対応し、かつ緊急の場合の一時的入院に対応でき

る医療施設を運営すること。 

（５）関係機関との連携を図った運営を行うこと。 

（６）六花の効用を最大限に発揮させ、かつ効率的な管理運営が図られるものであるこ

と。  

（７）利用者の平等な利用を確保し、利用者に対して適切な支援を行うこと。 

（８）地域住民や利用者の意見・要望等を管理運営に反映させること。 

（９）業務に関して取得した利用者個人に対する情報は、適切に取り扱うこと。 

（10）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は、町と協議を行

うこと。 

（11）災害時における災害医療拠点施設となること。 

 

５ 指定管理者が行う業務の内容 

（１）診療所（医療法第１条の５第２項）に関する業務（設置管理条例第２条） 

① 診療等に関する業務 

六花が提供する入院診療、外来診療等の医療及び医療関連行為並びに関係業務 
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（診察、相談、検査、処置、手術、調剤、投薬、看護、診断、給食、霊安、受付

会計等すべての業務） 

ア 基本的医療機能 

・初期診療並びに療養の指導及び相談など、第一次医療機能を提供することとし

ます。 

・町民ニーズや他の医療機関との役割分担を踏まえた特色ある医療を提案するこ

と。 

イ 診療科 

・現行科目の維持に努めることとします。 

内科・小児科・外科・整形外科 

ウ 外来診療体制 

・各診療科の診療は、患者が受診しやすいよう配慮することとします。 

・町民の医療需要に対応した専門外来等を実施することとします。 

エ 入院診療体制（病床数 １９床） 

・原則引き続き在院を希望する入院患者を引き継ぐこととします。 

オ 看護 

・患者の状況に応じた、適切な看護ケアを行うこととします。 

・原則現状の看護配置を維持することとします。 

・看護基準・手順が定められていることとします。 

・体系的な継続教育を行うこととします。 

・夜勤勤務時間については、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本    

的な指針（平成４年文部省・厚生省・労働省告示第１号）に準じるものとしま

す。 

カ 業務日等 

業務日 業務時間 備考 

月曜日から 

金曜日まで 

午前９時から正午まで 

午後２時から午後４時まで 

国民の祝日を定める法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「国民の祝日」という。）並び

に１月２日、同月３日及び１２月２

９日から同月３１日までの日を除

く。 

土曜日 午前９時から正午まで 

※ただし、休日及び夜間等時間外診療に対応するため、当直医を置き、上記業務時

間以外も随時適切に対応することとします。また、各診療科における業務日は最

低限、次のとおりとします。 

 ・内科  業務日は毎日 

・小児科      月～土のうち、４日 
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 ・外科、整形外科  月～土のうち、１日 

② 政策的医療 

ア 救急医療 

イ 小児医療 

ウ 保健予防事業 

③ 地域医療全体の質の向上に向けた役割 

ア 医療における安全管理 

・安全管理に基づく医療の提供 

医療法第６条の１２及び医療法施行規則第１条の１１の規定に基づき、安全管

理のための体制を確保し、安全な医療を提供することとします。 

・院内感染対策 

感染対策マニュアルを策定し、標準予防策を実施することとします。 

イ 医療倫理に基づく医療の提供 

・患者中心の医療を行うこととします。 

・患者の請求に応じてカルテを開示することとします。 

ウ 公設医療機関として、地域医療全体の質の向上のための取り組み 

・公設の医療機関として、町民のニーズや医療環境のバランスを踏まえた医療提

供に努めることとします。 

・患者や市民への地域医療に対する啓発活動、情報提供活動等、地域医療全体の

質を向上させる取組を行うこととします。 

エ 医療データベースの構築と情報提供 

オ 市民参加の推進 

・医療情報、経営情報等の情報公開の推進を図ることとします。 

・病院ホームページの開設、広報誌の発行など病院広報やアンケートなどの広聴

を積極的に行うこととします。 

④ 福祉との連携 

介護保険事業に協力すること 

・介護老人保健施設、介護老人福祉施設の協力診療所となることとします。 

・町の地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所との連携を図ることとし 

ます。 

（２）介護老人保健施設（介護保険法第８条第２８項）に関する業務（設置管理条例第

３条） 

 ① 介護保険サービス等 

  ア 居宅サービス 

   ・通所リハビリテーション（同法第８条第８項、第８条の２第６項） 

    居宅要介護者及び要支援者に対し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリ
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テーションの提供 

   ・短期入所療養介護（同法第８条第１０項、第８条の２第８項） 

    居宅要介護者及び要支援者に対し、施設に短期入所させ、当該施設において看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生

活上の世話及び支援 

   ・訪問リハビリテーション（同法第８条第５項、第８条の２第４項） 

    居宅要介護者及び要支援者に対し、その方の居宅において理学療法、作業療法

その他必要なリハビリテーション 

  イ 居宅介護支援 

   ・居宅介護支援（同法第８条第２４項） 

    居宅要介護者に対し、居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、

要介護者等から依頼を受けて居宅サービス計画（ケアプラン）の作成、連絡調

整その他の便宜の提供 

    ※地域包括支援センターからの委託による介護予防支援（居宅要支援者のケア

プラン作成等）を実施 

  ウ 施設サービス 

   ・介護老人保健施設（同法第８条第２８項） 

    入所する要介護者に対し、施設サービスに基づき、看護、医学的管理の下にお

ける介護及び訓練機能、その他に必要な医療並びに日常生活上の世話、その他

必要な医療の提供 

② 業務日等 

業務内容 業務日 業務時間 備考 

通所リハビリテーション

（介護・予防） 

月曜日から 

土曜日まで 

午前９時から 

午後４時まで 

国民の祝日並

びに１月２日、

同月３日及び

１２月２９日

から同月３１

日までの日を

除く 

短期入所療養介護 

（介護・予防） 

毎日 ２４時間体制  

訪問リハビリテーション

（介護・予防） 

月曜日から 

金曜日まで 

午前８時３０分から

午後５時３０分まで 

国民の祝日並

びに１月２日、

同月３日及び

１２月２９日

から同月３１

居宅介護支援 

※地域包括支援センター

業務委託による介護予防

月曜日から 

金曜日まで 

午前８時３０分から

午後５時３０分まで 
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支援 日までの日を

除く 

介護老人保健施設（介護） 毎日 ２４時間体制  

③ 定員 

   ・通所リハビリテーション：要介護者・要支援者 通所定員４０名／日 

   ・居宅介護支援：要介護者７０件、要支援者１６件 

   ・介護老人保健施設、短期入所療養介護：入所定員８０名 

（一般病棟４０名／認知症棟４０名） 

（３）訪問看護ステーションに関する業務 

  訪問看護（介護保険法第８条４項、同法第８条の２第３項、健康保険法第８８条第

１項） 

    居宅要介護者及び要支援者に対し、その方の居宅において看護師等により行われ

る療養上の世話又は必要な診療の補助 

  業務日等 

業務日 業務時間 備考 

月曜日・火曜日 

木曜日・金曜日 

午前 ８時３０分から 

午後 ５時３０分まで 

国民の祝日並びに１月２日、同月３

日及び１２月２９日から同月３１

日までの日を除く 水曜日・土曜日 午前 ８時３０分から 

午後 ０時３０分まで 

（４）六花の利用に係る料金に関する業務 

① 料金の収受 

  設置管理条例第５条第２項により、指定管理者は、施設の管理運営に伴う利用料

金及び事業収入を、指定管理者の収入として収受することができます。 

② 利用料金及び手数料の決定 

利用料金及び手数料の額は、設置管理条例第７条及び第８条に定める額とします

が、原則として、現行の利用料金及び手数料を継続することとします。 

（５）建物、設備、器具等の維持管理に関する業務（費用負担においては「９ リスク

分担」に準ずることとします。） 

① 施設維持 

町の資産である六花の土地・建物、設備及び付帯施設（以下「施設等」という。）

について、利用者及び職員が安全かつ快適に利用できるようにするための施設の

案内、秩序維持管理、衛生的環境の確保、火災・盗難など事故・事件の予防等の

施設の維持及び管理業務を行い、必要な経費は指定管理者の負担とします。 

② 施設内の清掃業務 

  ア 日常清掃（日常的に必要な清掃） 

  イ 定期清掃（ガラス清掃、床清掃、空調機器フィルタ清掃等定期的に必要な清掃
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業務） 

 ③ 施設の保守点検業務（建物、空調機器、電気設備、自動車、消火器等） 

 ④ 施設内の機器類の保守点検業務（印刷機器・コピー機器・電算機器等） 

⑤ 施設の警備に関する業務 

 ⑥ 施設の防火、災害等に関する業務 

  ア 各施設に管理責任者及び防火責任者を配置すること。 

  イ 防火、災害に関する防災計画の作成、非難訓練等を実施すること。 

 ⑦ 駐車場の管理 

⑧ 施設等の改良工事等 

ア 施設等の改良工事（施設の原形を変更し、機能向上を伴う工事等をいう。）及

び改修工事（施設の機能維持のために必要な工事等をいう。）若しくは更新等

は町と指定管理者が協議のうえ、町の承認を得たものについて行うこととしま

す。改修工事における費用負担については５０万円以上（税抜）のものは町が

負担することとし、改良工事における費用負担については、両者協議のうえ、

町の負担額を決定することとします。 

イ 施設等の保守、修繕等は、必要に応じて指定管理者が行うこととします。ただ

し、建物及び５０万円以上（税抜）の設備についての費用は町が負担すること

としますが、事前に町と指定管理者が協議のうえ、町の承認を得たものを対象

とします。 

ウ 上記ア、イのいずれかに該当するか疑義があるときは、町と指定管理者とが協

議を行い決定するものとします。 

⑨ 備品の貸与、修繕、更新等 

ア 町は、六花に属する備品を無償で指定管理者に貸与し、指定管理者は、指定期

間中、備品を常に良好な状態に保つものとします。 

イ 備品の修繕、更新及び新規購入は、指定管理者が実施するものとし、この場合

における費用負担は、次のとおりとします。 

・既存のリース契約における備品については、リース期間満了まではリース料及

び修繕費用は町の負担とし、リース期間満了後の修繕費用は指定管理者の負担

とします。 

・上記に掲げるもの以外の備品については、指定管理者が負担するものとします。 

なお、既存のリース契約における備品については、参考資料４．主な医療機器

一覧を参照してください。 

（６）利用者に対する物品の販売又はサービスの提供 

（７）前各号に掲げるもののほか、町又は指定管理者が必要と認める業務 

町民への情報提供機能、地域医療の質向上のための取組等募集要項に記載がある

もの及び今後協議のうえ定めるもの 
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６ 管理の基準 

（１）法令等の遵守 

指定管理者は、六花の管理運営にあたり、以下の法令等を遵守しなければなりま

せん。 

① 医療法 

② 薬機法 

③ 健康保険法 

④ 老人福祉法 

⑤ 介護保険法 

⑥ 地方自治法及び施行令、施行規則 

⑦ 宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「指定手続

等に関する条例」という。）及び施行規則 

⑧ 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例 

⑨ 宮代町個人情報保護条例（以下「保護条例」という。）並びに宮代町長が管理す

る個人情報の保護に関する規則（以下「保護規則」という。） 

⑩ 宮代町情報公開条例及び施行規則 

⑪ その他、六花を管理運営するための業務に関連するすべての法令等 

（２）許認可の取得 

指定管理者は、六花の管理運営の実施に際して必要な官公署の免許、許可、認可

等を受けなければなりません。 

（３）診療日・診療時間等 

   上記「５ 指定管理者が行う業務の内容」を参照のこと 

※指定管理者公募の趣旨に資する変更については、提案に基づき、協議のうえ決定し

ます。 

（４）環境への配慮 

指定管理者は、指定管理業務の遂行にあたっては、町の取組に基づき、次のよう

な環境への配慮に留意することとします。 

  ① 省エネルギー、省資源、廃棄物の減量及びリサイクルを推進し、温室効果ガス

の削減を図ること 

  ② 環境に優しい物品の購入を推進すること 

（５）バリアフリーへの配慮 

指定管理者は、施設内のバリアフリー化を心掛け、備品の配置や動線の設定、掲

示板等に配慮することとします。 

（６）帳簿の記帳 

指定管理者は、六花の管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切に帳簿 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/page/SJMainMenu.jsf
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/page/SJMainMenu.jsf
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に記帳するとともに、当該収入及び支出に係る帳簿及び証拠書類については、次

年度の４月１日から起算して帳簿については１０年間保存するものとします。ま

た、これらの書類について町が閲覧を求めた場合は、指定期間満了後もこれに応

じるものとします。 

（７）文書管理 

指定管理者は、その管理の業務に係る文書を適正に管理し、当該文書の検索に必

要な資料として文書目録を作成し、情報公開条例に基づく一般の利用に供すると

ともに、毎年度終了後、町に提出するものとします。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理の業務に係る文書を町又はその後の指

定管理者に引き継ぐものとします。 

（８）業務報告に関すること 

① 毎会計年度終了後３０日以内に事業報告書及び収支報告書を提出するものと

します。 

② 毎会計年度終了後４ヵ月以内に、貸借対照表及び損益計算書を提出するものと

します。 

③ 月次の報告等の取扱いは、指定管理者と協議し決定します。 

④ その他町長が必要と認める場合は、随時報告を行うものとし、町が実施するモ

ニタリングに対して必要な協力を行うこととします。 

⑤ 指定管理者の業務内容に改善が必要と認める場合は、町は実地に調査し、又は

必要な指示を行うことができるものとします。 

（９）個人情報保護に関すること 

指定管理者は、その管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合につい

ては、当該業務の範囲内で、個人情報の保護について、保護条例第１１条の２の

規定により、適切に処理するものとします。 

また、当該業務に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏洩、滅失

又は棄損の防止その他個人情報の適正な管理のため、協定書に保護規則第５条に

規定する必要な措置を盛り込むものとします。 

（10）情報の公開について 

指定管理者は、その管理の業務を行うにあたり保有することとなる情報のうち、

個人情報以外のものについては、積極的に公開に努めることとします。また、当

該業務を行うにあたり保有する情報について、町から提供を求められたときは、

これに応じなければなりません。 

（11）守秘義務 

指定管理者及びその従業員は、管理の業務上知り得た秘密を漏らしてはなりませ

ん。その指定管理者でなくなった後及びその従業員でなくなった後も、同様とし

ます。 
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７ 第三者への業務委託について 

指定管理者は、喫茶・売店部分における物品販売業務及び厨房部分における給食配

膳業務等を、第三者に請け負わせることができることとします。 

 

８ 職員の配置について 

（１）公設宮代福祉医療センター（管理者（センター長）１名 ※兼務可） 

  施設に専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと 

（２）診療所（基準 医師１名、看護師１名以上） 

   医療法第２１条第２項に規定された療養病床を有する診療所として必要な人員

及び施設を有すること 

（３）介護老人保健施設 

① 介護老人保健施設（基準 定員８０名に対し、医師１名、看護師若しくは准看

護師又は介護職員が常勤換算で２７名（うち看護職２／７）） 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第２条に規定

された人員 

② 短期入所療養介護（基準 介護老人保健施設と同様） 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第１０４条第１

項に規定された人員 

③ 訪問リハビリテーション（基準 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１

名） 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第７６条第１項

に規定された人員 

④ 通所リハビリテーション（基準 利用者１０名に対し、理学療法士、作業療法

士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が１人以上） 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第１０１条第２

項に規定された人員 

⑤ 居宅介護支援（基準 利用者３５名に対し、ケアマネジャー１名） 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第２条に規定された

人員 

（４）訪問看護ステーション（基準 保健師、助産師、看護師又は准看護師が常勤換算

で２．５人以上） 

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第２条に規定された人員 

 

９ リスク分担 

リスク分担の基本的な考え方は、次のとおりです。なお、詳細は、協定の締結を行う

際に定めます。 
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項 目 内 容 

リスク分担 

町 
指定 

管理者 

包括的管理責任  ‐ ○  

申請書類に関する権

利の帰属 

指定管理者が決定するまでの間   ○ 

指定管理者の決定後 ○  

選定されなかった団体 ○  

応募  応募に関して必要となる費用  ○ 

議会の議決が得られ

なかった等、 

協定が締結できなか

った場合 

応募に関して負担した費用及び生じた損害  ○ 

管理運営の準備のために負担した費用及び

損害  ○ 

協定は締結できたけ

れども協定を破棄せ

ざるを得ない場合 

応募に関して負担した費用及び生じた損害   ○ 

管理運営の準備のために負担した費用及び

生じた損害 
 ○ 

緊急時の対応 利用者の安全確保、避難誘導  ○ 

債務不履行 町が協定内容を不履行 ○  

指定管理者が業務又は協定内容を不履行   ○ 

運営費の上昇 指定管理者側の要因による運営費用の増大  ○ 

町側の要因による運営費用の増大 ○  

施設の管理運営に関する法令等の変更によ

る経費の増加 
両者の協議 

人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴

う経費の増加 
 ○ 

法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

上記以外の税制変更  ○ 

診療報酬の改定 収入・支出の増減  ○ 

補助金の交付 

 

申請書類の作成  ○ 

申請書類の提出 ○  

書類の誤り 

 

募集要項等町が責任を持つ書類の誤りによ

るもの 
○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の

誤りによるもの 
 ○ 
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官公署の免許、許可、

認可等 

申請、届出 
 ○ 

行政財産の目的外使

用許可 

申請  ○ 

許可 ○  

住民対応 指定管理者が適切に管理運営すべき業務に

関する苦情等 
 ○ 

情報の安全管理 

 

指定管理者の責めに帰すべき事由による個

人情報の漏洩や犯罪発生等 
 ○ 

要求水準の未達成 

 

協定により定めた管理運営サービスの要求

水準不適合に伴う対策経費の増加等 
 ○ 

需要変動・施設の競

合 

需要の見込み違い、競合施設による利用者

減、収入減 
 ○ 

施設・設備・備品（医

療機器、什器備品等）

の管理 

 

維持管理  ○ 

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定

管理者の責めに帰すべき事由による施設・設

備・備品等の損傷 

 ○ 

施設・設備の改良・改修 

（事前に町と協議のうえ、５０万円以上（税

抜）は町） 

○ ○ 

施設・設備の保守・修繕 

（建物及び５０万円以上（税抜）の設備につ

いて、事前協議の結果、町が認めたものは町） 

○ ○ 

備品の修繕・更新・新規購入 

※リース契約中のものについては町。ただし

リース期間満了後は指定管理者） 

 ○ 

上記以外による施設・設備・備品等の損傷  両者の協議 

管理運営上の事故等

に伴う損害賠償 

医療事故等  ○ 

指定管理者が故意又は過失により公設診療

所を損傷又は滅失 
 ○ 

指定管理者の責めに帰すべき事由により第

三者に損害を与えたとき 
 ○ 

施設の瑕疵による損害賠償 ○  

上記以外の場合 両者の協議 

保険加入 建物総合損害共済  ○  

病院賠償責任保険   ○ 
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自動車損害共済   ○ 

上記以外 両者の協議 

事業終了時の費用  指定期間の満了及び期間中途における業務

の廃止に伴う撤収費用 
 ○ 

不可抗力 自然災害（地震、台風など）、暴風雨による

業務の休止、変更、延期又は臨時休業 
両者の協議 

 

１０ 医療事故等への対応 

医療事故等が発生した場合、指定管理者は、速やかに適切な措置をとるとともに、た

だちに町に報告するものとします。事故等に関する対応は、指定管理者が責任を持って

行うものとします。指定管理者は、医療事故等賠償責任保険等に加入するなど、万全 

な体制を整えるものとします。 

 

１１ 運営に関する事項 

（１）利用料金等の収受 

設置管理条例第５条第２項により、指定管理者は、施設の管理運営に伴う利用料金及

び事業収入を、指定管理者の収入として収受することができます。 

（２）指定管理料 

指定管理料は、上記利用料金をもって充てるものとします。また、六花に係る収支は

経理を区分して管理してください。なお、口座の管理については、六花に係る収支は指

定管理者自身の口座とは別の口座で管理することとします。 

（３）公設宮代福祉医療センター運営健全化交付金 

公設宮代福祉医療センター運営健全化交付金交付要綱は令和７年度に廃止予定です。

そのため令和７年度以降、公設宮代福祉医療センター運営健全化交付金は交付いたしま

せん。令和７年度の廃止に向け、令和４年度からは交付金を下記の通り段階的に交付し

ますが、指定管理者が令和７年度を待たずに交付の必要が無いとする場合、町と協議し

て決定することとします。 

令和４年度 地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第５条に基づく普通交付税

の基準財政需要額に算入される診療所の数及び病床数により算出される額に相当する

額（以下、算定額）を交付しますが、指定管理者は一会計年度の事業決算において、収

入額が支出額を上回る場合は、当期純利益の２０％相当額を町に納付するものとします。 

令和５年度 算定額の７５％を交付しますが、指定管理者は一会計年度の事業決算に

おいて、収入額が支出額を上回る場合は、当期純利益の１５％相当額を町に納付するも

のとします。 

令和６年度 算定額の５０％を交付しますが、指定管理者は一会計年度の事業決算に

おいて、収入額が支出額を上回る場合は、当期純利益の１０％相当額を、町に納付する
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ものとします。 

（４）管理経費 

指定管理者は、上記１１（１）の収入をもって管理経費を賄うものとします。損失は、

指定管理者の責任によるものとし、町は損失の補填を行いません。 

（５）指定管理者負担金 

町から指定管理者に対し、令和６年度までは上記１１（３）の通り、当期純利益の一

部を指定管理者負担金として求めることとしますが、令和７年度以前に公設宮代福祉医

療センター運営健全化交付金を交付しないこととなった場合、当該年度より指定管理者

負担金は求めないものとします。ただし、どちらのケースにおいても、指定管理者によ

り実施する備品の更新費用について、町は費用を負担しないものとします。 

 

１２ 指定期間満了前の指定の取消し 

（１） 町による指定の取消し 

町は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、指定管理者の了解を

得て、この指定を取消しすることができるものとします。 

① 指定管理者が、指定手続等に関する条例第７条の規定に基づき行う指示に従わ

ないとき。 

② 業務を指定管理する必要がなくなったとき。 

（２） 取消しによる指定管理者の損害 

① 町は、上記（１）の①より指定の取消しをするときは、指定管理者の被った損

害について、その責めを負わないものとします。また、取消しに伴う町の損害に

ついて、指定管理者に損害賠償を請求することがあります。 

② 町は、上記（１）の②より指定の取消しを申し出るときは、１年前に申し出る

こととし、この際、指定管理者に発生する損害、損失及び増加費用の取扱いは、

町と指定管理者の協議により決定するものとします。 

（３）不可抗力による指定の取消し 

町又は指定管理者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断し

た場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとしま

す。協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、町は指定の取消しを行う

ものとします。この際に、町及び指定管理者に発生する損害、損失及び増加費

用の取扱いは、町と指定管理者の協議により決定するものとします。 

（４）指定期間満了前の取消し時の措置に関する事項 

指定管理者は、指定期間満了前の指定の取消しが行われた場合、その事由の如

何を問わず、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、六花の業務を遂行できるよう、

引継ぎを行うものとします。 
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１３ 協議 

（１）指定管理者は、本書に規定するもののほか、指定管理者の業務内容及び処理につ

いて、疑義が生じた場合は、町と協議し決定するものとします。 

（２）指定後に制度の改正等があった場合、必要に応じて、町と協議し決定するものと

します。 

 

１４ 協議機関の設置 

六花の施設等の整備及び病院運営に関する重要事項を協議するため、町と指定管

理者の代表で構成する組織を設けることとします。 

 

１５ 指定期間終了後の引継ぎ 

（１）指定管理者は、指定期間終了に際し、町又は町が指定する者に対し、本業務の引

継ぎを行うこととします。 

（２）町は、必要と認める場合には、指定期間終了に先立ち、指定管理者に対して町又

は町が指定する者による六花の視察を申し出ることができることとします。 

（３）指定管理者による指定期間が満了したとき、又は町により指定の取消しが行われ

たときは、指定管理者は、指定管理者の責めに帰すべき破損又は汚損した部分を原

状に回復するものとし、その範囲等については町と指定管理者が協議のうえ、定め

るものとします。ただし、施設等の価値を高めるなど相当の理由が認められるとき

は、町の承認により原状回復を不要とします。また、災害等の不可抗力により事業

を継続できないときも不要とします。 

 

１６ その他の留意事項 

（１）指定管理者は、公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行ってく

ださい。また、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないでください。 

（２）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は、あらかじめ町

と協議を行ってください。 


